
富 士 見 市 行 政 経 営 戦 略 会 議 設 置 要 綱  

  

（設置） 

第１条 本市が推進する行政経営改革を効果的に行う方策について市長に提言するた

め、富士見市行政経営戦略会議（以下「戦略会議」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 戦略会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 行政経営改革に関する提言を行うこと。 

(2) その他提言に当たり必要な事項 

 （組織） 

第３条 戦略会議は、委員６人をもって組織する。 

２ 委員は、行政運営又は民間経営について専門的知識を有する者のうちから市長が

委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、

再任を妨げない。 

 （代表） 

第４条 戦略会議に、代表を置く。 

２ 代表は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 代表は、戦略会議の会務を総理する。 

（会議） 

第５条 代表は、戦略会議を招集し、その議長となる。 

２ 代表は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴く

ことができる。 

 （庶務） 

第６条 戦略会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１７年６月１６日から施行する。 

附 則 



この告示は、平成１９年１０月１９日から施行する。 

附 則 

この告示は、平成２１年８月３１日から施行する。 

附 則 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 


